
― 27 ―

山口県立大学学術情報　第15号 〔国際文化学部紀要　通巻第28号〕 2022年 3 月

周
防
国
府
に
お
け
る
国
雑
任
と
そ
の
職
務

鐘
　
江
　
宏
　
之

は
じ
め
に

　

律
令
制
下
に
お
け
る
地
方
行
政
で
は
、
国
郡
の
行
政
機
能
が
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、

一
国
全
体
の
行
政
を
掌
っ
て
い
る
国
府
に
お
い
て
は
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
司
官
人
の

み
で
は
、
実
務
を
処
理
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
国
内
に
居
住
す
る
人
々
の
中
か
ら
雑
任
と
し

て
業
務
に
携
わ
る
者
が
、
実
務
作
業
を
担
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
本
格
的
な
律
令
地
方

行
政
が
展
開
し
た
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
諸
国
の
国
府
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
務
の
上
で
、

こ
う
し
た
雑
任
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
周
防
国
の
行
政
を
担
っ
た
雑
任
た
ち
が
、
周
防
国
府
を
舞
台
に
ど
の
よ
う
な

職
務
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
現
在
ま
で
に
残
さ
れ
た
史
料
、
と
く
に
正
倉
院
文
書
に
残
さ
れ

た
天
平
十
年
度（
七
三
八
）周
防
国
正
税
帳（
1
）の
記
載
を
中
心
に
、
そ
の
痕
跡
を
探
っ
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
こ
の
正
税
帳
に
つ
い
て
扱
い
、
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
さ
ら
に
新
た
な
視
点
に
つ
な
が
る
着
目
点
を

さ
ぐ
っ
て
い
く
こ
と
を
試
み
た
い
。

　
　
　

一　

地
方
行
政
と
国
雑
任
の
系
譜

　

諸
国
の
行
政
拠
点
で
あ
る
国
府
に
お
い
て
、
そ
の
構
成
員
は
大
き
く
分
け
る
と
、
中
央
か

ら
派
遣
さ
れ
た
官
人
と
、
そ
れ
以
外
の
当
該
国
出
身
者
に
二
分
で
き
る
。
国
司
四
等
官（
守
・

介
・
掾
・
目
）は
中
央
出
身
の
官
人
で
あ
り
、
そ
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
史
生
も
同
様
で

あ
る
。
ま
た
、
令
規
定
で
は
当
該
国
か
ら
の
任
用
を
規
定
さ
れ
て
い
る
国
博
士
・
国
医
師
も

（
2
）、
実
際
に
は
中
央
出
身
の
者
が
任
じ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
こ
う
し
た
四

等
官
と
史
生
・
国
博
士
・
国
医
師
ら
を
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
司
官
人
と
し
て
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る（
3
）。

　

一
方
、
諸
国
の
行
政
を
、
四
等
官
や
史
生
・
国
博
士
・
国
医
師
の
範
囲
の
官
人
だ
け
で
、

実
務
ま
で
を
こ
な
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
行
政
手
続
き
の
執
行
を
完
了
さ
せ
る
ま
で

の
う
ち
に
は
、
実
務
作
業
を
行
う
者
が
必
要
で
あ
り
、
律
令
官
制
に
含
ま
れ
な
い
下
働
き
の

者
た
ち
を
業
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た（
4
）。
国
府
に
居
住
し
な
が
ら
国
の
実
務
を

担
っ
た
存
在
と
し
て
、
史
料
に
登
場
す
る
名
称
で
は
書
生
・
雑
掌
・
散
事
・
健
児
な
ど
が
知

ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
位
階
身
分
を
必
要
と
は
し
な
い
専
門
作
業
者
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

実
務
を
担
っ
た
が
、
こ
う
し
た
存
在
が
全
体
と
し
て
「
雑
任
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

国
雑
任
は
当
該
国
の
出
身
者
、
す
な
わ
ち
地
元
採
用
者
で
あ
り
、
郡
司
の
長
官
・
次
官
と

な
る
ほ
ど
有
力
で
は
な
く
て
も
、
在
地
社
会
で
実
力
の
あ
る
家
柄
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い

る（
5
）。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
る
と
、
周
防
国
の
場
合
に
も
、
す
で
に
史
料
上
で
名
の
知
ら

れ
て
い
る
在
地
の
豪
族
の
う
ち
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
高
く
、
具
体
的
に
は
多
々

良
君
や
牟
々
礼
君
と
い
っ
た
氏
族
が
、
国
雑
任
が
生
ま
れ
た
当
初
か
ら
実
務
に
携
わ
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

七
世
紀
半
ば
ご
ろ
に
国
制
・
評
制
が
施
行
さ
れ
、
国
─
評
と
い
う
重
層
的
な
地
方
行
政
組

織
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が（
6
）、
雑
任
は
こ
う
し
た
地
方
行
政
組
織
に
お
け
る
業
務

の
発
生
・
増
加
と
と
も
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
大
宝
元
年（
七
〇
一
）に

大
宝
令
が
施
行
さ
れ
、
そ
の
後
に
国
府
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
が
拡
大
す
る
と
、
大
宝

令
施
行
の
二
十
年
後
ご
ろ
の
神
亀
元
年（
七
二
四
）に
は
、
書
生
の
存
在
が
窺
わ
れ
る
。

（
前
略
）去
神
亀
元
年
三
月
廿
日
格
偁
、
割
二
正
税
稲
一。
出
挙
取
レ
利
、
名
為
二
国
儲
一。
以

充
下
朝
集
使
還
国
之
間
、
及
非
時
差
役
并
繕
二
写
籍
帳
一
書
生
、
并
除
レ
運
二
調
庸
一
外

向
レ
京
担
夫
等
粮
食
上。
其
出
挙
法
、
大
国
四
万
束
、
上
国
三
万
束
、
中
国
二
万
束
、
下

国
一
万
束
者（
7
）。（
後
略
）

　

こ
れ
は
国
雑
任
の
う
ち
の
書
生
の
初
見
史
料
に
あ
た
る
が
、雑
任
の
発
生
じ
た
い
は
、も
っ

と
溯
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
雑
任
に
と
っ
て
公
文
の
作
成
が
仕
事
の
一
つ
な
の
で
あ
れ
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ば
、
公
文
の
発
生
が
雑
任
誕
生
の
き
っ
か
け
と
も
想
定
さ
れ
る
。
地
方
で
作
成
す
る
公
文

と
し
て
最
も
古
く
知
ら
れ
る
の
は
、
全
国
的
な
初
め
て
の
戸
籍
で
あ
る
庚
午
年
籍
だ
ろ
う
。

六
七
〇
年
の
庚
午
年
籍
の
作
成
段
階
で
は
、
帳
簿
の
情
報
を
整
理
し
、
帳
簿
を
作
成
し
さ
ら

に
筆
写
し
て
控
え
書
類
を
作
る
な
ど
、
書
生
的
な
存
在
が
必
要
だ
ろ
う（
8
）。
七
世
紀
末
に

は
地
方
遺
跡
か
ら
木
簡
も
見
つ
か
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
地
方
に
お
け
る
書
生
的
存
在

も
十
分
に
想
定
は
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
段
階
で
は
、
国
と
評
の
ど
ち
ら
に
戸
籍
作
成
業

務
の
主
体
が
あ
っ
た
か
は
、
ま
だ
今
後
に
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

　

大
宝
令
の
施
行
以
後
、
諸
国
か
ら
中
央
に
提
出
さ
せ
る
公
文
の
種
類
は
じ
ょ
じ
ょ
に
増
加

し
て
い
く
。
中
央
で
は
諸
国
の
情
報
を
帳
簿
と
し
て
の
公
文
で
提
出
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
公
文

を
中
央
官
司
で
勘
会
し
て
地
方
行
政
の
監
察
を
行
っ
た
。
中
央
政
府
が
国
司
へ
の
監
察
を
強

化
す
る
た
め
に
は
、
新
た
な
分
野
の
情
報
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
諸
国
が
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
公
文
の
量
は
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
八
世
紀
初
頭
の
う
ち
に
次
の
よ

う
な
史
料
が
知
ら
れ
、
大
宝
令
施
行
直
後
の
八
世
紀
初
期
の
う
ち
か
ら
こ
う
し
た
状
況
に
向

か
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

◎
『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年（
七
〇
二
）二
月
丙
辰
条

　
　

諸
国
大
租
・
駅
起
稲
及
義
倉
、
并
兵
器
数
文
、
始
送
二
于
弁
官
一。

　

◎
『
続
日
本
紀
』
和
銅
二
年（
七
〇
九
）六
月
乙
巳
条

　
　

令
三
諸
国
進
二
駅
起
稲
帳
一。
（
後
略
）

　

◎
『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年（
七
一
七
）五
月
辛
酉
条

　
　

以
二
大
計
帳
・
四
季
帳
・
六
年
見
丁
帳
・
青
苗
簿
・
輸
租
帳
等
式
一、
頒
二
下
於
七
道
諸
国
一。

　

国
司
官
人
の
増
員
が
な
さ
れ
な
い
中
で
こ
の
よ
う
な
地
方
監
察
体
制
に
応
じ
る
た
め
に
は
、

諸
国
で
の
公
文
作
成
作
業
の
増
大
に
備
え
て
雑
任
に
よ
る
実
務
を
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ

た
。
右
の
よ
う
に
八
世
紀
前
半
の
う
ち
か
ら
公
文
作
成
業
務
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す

る
と
、
八
世
紀
前
半
の
う
ち
に
雑
任
の
規
模
が
拡
大
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
。

　

こ
う
し
た
雑
任
に
よ
る
公
文
作
成
の
た
め
の
体
制
の
構
築
に
よ
っ
て
、
国
府
の
内
部
で
、

組
織
が
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
組
織
と
し
て
国
府
の
内
部
に「
所
」

が
設
置
さ
れ
、
所
へ
の
雑
任
の
所
属
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
早
く

は
次
に
掲
げ
る
弘
仁
十
三
年（
八
二
二
）閏
九
月
二
十
日
太
政
官
符
に
「
大
帳
税
帳
所
」
の
語

が
見
え
て
お
り
、
大
帳
や
税
帳
と
い
う
四
度
公
文
を
作
成
す
る
た
め
の
「
所
」
に
「
書
手
」

（
書
生
を
指
す
）が
属
し
て
い
る
こ
と
が
、
当
時
の
中
央
政
府
に
よ
っ
て
一
般
的
に
想
定
さ
れ

て
い
る
。

太
政
官
符

　

応
レ
給
二
食
徭
丁
一
事

四
度
使
雑
掌
廝
丁　

朝
集
使
四
人
、
自
余
三
使
各
二
人

大
帳
税
帳
所
書
手　

大
国
十
八
人
、
上
国
十
六
人
、
中
国
十
四
人
、
下
国
十
二
人（
9
）

（
後
略
）

　

そ
の
後
、
九
世
紀
以
降
に
は
国
司
官
人
の
遙
任
が
増
え
、
官
長
に
権
限
が
集
中
す
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
権
限
の
集
中
し
た
受
領
に
よ
っ
て
国
府
の
実
務
機
構
が
掌

握
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
九
世
紀
後
半
以
降
、「
雑
任
」
よ
り
も
「
雑
色
人
」
の
呼
称
の

ほ
う
が
定
着
し
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
は
、
国
郡
行
政

の
一
体
化
が
進
む
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
10
）。
さ
ら
に
、
十
世
紀
に
は
、
郡
司
の
肩
書

き
を
持
つ
も
の
が
国
の
行
政
機
構
で
あ
る
国
衙
に
お
い
て
も
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る（
11
）。
や
が
て
雑
色
人
た
ち
に
よ
る
国
衙
運
営
の
体
制
が
、
十
一
世
紀
に
は

在
庁
官
人
に
よ
る
国
衙
運
営
の
体
制
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
問

題
に
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
諸
国
出
身
の
人
々
に
よ
る
国
の
行
政
実
務
が
す
で
に
八
世
紀

に
お
い
て
か
な
り
の
程
度
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
中
で
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
部
分
を
周
防
国
府
関
係
の
史
料
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点

で
あ
る
。

　
　
　

二　

八
世
紀
に
お
け
る
国
雑
任
の
仕
事

　

周
防
国
府
に
お
け
る
雑
任
の
仕
事
の
痕
跡
を
さ
ぐ
る
前
に
、
八
世
紀
に
お
け
る
諸
国
の
行

政
に
活
躍
し
た
雑
任
の
一
般
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
、
職
名
を
持
つ
も
の
を
挙
げ
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
な
実
務
を
担
当
し
た
か
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
で
は
、
書
生
・

雑
掌
・
散
事
・
健
児
を
取
り
上
げ
て
、
具
体
的
な
業
務
を
見
て
お
き
た
い
。

　

A　

書
生

　

書
生
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
公
文
を
作
成
す
る
の
が
仕
事
で
あ
る
。
戸
籍
・
計
帳
・
正
税
帳
と

い
っ
た
公
文
に
つ
い
て
、
そ
の
公
文
そ
の
も
の
を
実
際
に
筆
記
し
て
い
る
の
が
書
生
で
あ
ろ

う
と
い
う
点
は
、
す
で
に
筆
者
が
見
解
を
示
し（
12
）、
と
く
に
反
論
は
受
け
て
い
な
い
の
で
、

こ
れ
ま
で
概
ね
支
持
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
正
税
帳
の
場
合
、
以
前
は
継
目
裏
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書
に
名
前
が
記
さ
れ
た
目
や
史
生
が
筆
記
を
行
っ
た
と
考
え
る
見
解
が
あ
っ
た
が（
13
）、
同

じ
名
前
を
記
し
た
継
目
裏
書
に
異
筆
の
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
人

物
は
公
文
作
成
の
管
理
責
任
者
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
別
人
で
あ
る
書
生
が
そ
れ
ぞ
れ
の
公

文
の
筆
記
を
担
当
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。史
料
上
に
は
書
生
に
つ
い
て「
造

二
天
平
八
年
雑
公
文
一
書
生
等
」（
14
）「
繕
二
写
籍
帳
一
書
生
」（
15
）な
ど
と
見
え
る
の
で
、
書

生
が
こ
う
し
た
公
文
の
筆
記
作
業
を
行
っ
て
い
た
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

諸
国
で
作
成
す
る
公
文
の
量
は
、
一
国
あ
た
り
で
は
、
一
年
間
に
膨
大
な
も
の
に
な
る
。

年
間
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
整
理
し
た
加
藤
友
康
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
み
て
も（
16
）、
年
間
を

通
し
て
常
に
書
類
作
成
の
仕
事
が
あ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
り
、
一
人
の
書
生
が
年
間
に
複
数

の
公
文
を
担
当
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
書
生
の
勤
務
状
況
に
つ
い
て
は
、
次
の
『
類
聚
国

史
』
の
記
事
の
表
現
が
象
徴
的
で
あ
る
。

令
下
諸
国
随
二
国
大
小
一、
以
二
正
税
一
貸
中
国
書
生
上
。
以
下
其
不
レ
顧
二
私
産
一
常
直
中
国

庁
上
也（
17
）。

常
に
国
庁
に
勤
務
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
繁
忙
期
だ
け
動
員
さ
れ
る
と
い
っ
た
季

節
労
働
で
は
な
く
、
常
時
業
務
に
追
わ
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

B　

雑
掌

　

雑
掌
は
、
諸
国
か
ら
の
公
文
を
中
央
に
提
出
す
る
際
に
、
正
式
の
使
者
と
な
っ
た
国
司
四

等
官
や
史
生
・
国
博
士
・
国
医
師
な
ど
の
国
司
官
人
に
従
っ
て
、
京
ま
で
同
行
し
、
提
出
後

の
中
央
官
庁
に
よ
る
勘
会
作
業（
提
出
済
み
の
公
文
の
監
査
）に
も
対
処
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

公
文
を
提
出
す
る
使
者
は
、
通
例
の
公
文
に
つ
い
て
は
年
間
四
度
の
い
わ
ゆ
る
四
度
使（
正

税
帳
使
・
大
帳
使
・
貢
調
使
・
朝
集
使
の
総
称
）に
集
約
さ
れ
た
。
四
度
使
の
提
出
し
た
公

文
は
、
例
え
ば
正
税
帳
な
ら
ば
主
税
寮
で
、
大
帳
な
ら
ば
主
計
寮
で
、
勘
会
作
業
が
行
わ
れ
、

必
要
が
あ
れ
ば
提
出
し
た
諸
国
へ
の
質
疑
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
公
文
の
中
身
に
つ

い
て
は
、
当
然
な
が
ら
公
文
を
作
成
し
た
者
で
な
い
と
デ
ー
タ
の
数
字
の
仕
組
み
な
ど
は
わ

か
ら
な
い
。
公
文
作
成
段
階
か
ら
関
わ
っ
て
い
る
者
が
同
行
し
て
、
こ
う
し
た
質
疑
に
対
処

し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
業
務
に
携
わ
る
場
合
に

は「
雑
掌
」と
い
う
職
名
で
呼
ば
れ
る
が
、実
際
に
は
公
文
作
成
に
携
わ
っ
て
い
る
際
に
は「
書

生
」
で
も
あ
り
、
実
は
書
生
と
同
一
な
人
物
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。
実
際
に
同
一

人
物
が
書
生
と
雑
掌
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
わ
か
る
史
料
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い

な
い
が
、
書
生
と
雑
掌
が
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る（
18
）。

　

次
の
史
料
は
九
世
紀
末
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
中
央
集
権
の
仕
組
み
で
あ
る

国
司
監
察
の
上
で
、
雑
掌
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

太
政
官
符

　

応
レ
禁
三
止
諸
司
諸
家
徴
物
使
冤
二
勘
調
綱
郡
司
雑
掌
一
事

（
中
略
）
又
雑
掌
所
レ
職
専
在
二
公
文
一。
不
レ
預
二
雑
物
一。
而
郡
司
未
レ
到
之
間
勘
責
如

レ
前
。
公
粮
竭
二
於
酒
食
一、
振
資
尽
二
於
苞
苴
一。
因
レ
茲
不
レ
済
二
預
事
一、
並
以
逃
帰
。
調

物
難
レ
済
、
公
文
擁
滞
、
職
此
之
由
。
（
中
略
）

　
　

寛
平
三
年
五
月
廿
九
日（
19
）

　

雑
掌
が
い
な
い
と
、
中
央
へ
の
調
物
納
入
作
業
が
困
難
に
な
り
、
ま
た
公
文
勘
会
作
業
も

滞
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
中
央
官
庁
の
側
に
と
っ
て
も
、
必
要
な
存
在
と
認

識
さ
れ
て
い
た
。

　

C　

散
事
・
散
仕

　
「
散
事
」
は
「
散
仕
」
と
も
書
か
れ
、
表
記
上
と
く
に
そ
の
差
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

彼
ら
は
文
書
な
ど
の
伝
達
を
業
務
と
し
て
お
り
、
隣
国
や
中
央
へ
文
書
を
運
ぶ
者
の
肩
書
き

と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
史
料
上
に
は
「
○
○
郡
散
事
」「
○
○
郡
散
仕
」「
○
○
郡

人
」
な
ど
と
書
か
れ
て
お
り
、
研
究
上
は
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
郡
散
事
」
と
呼
ぶ
こ
と
が

多
か
っ
た
。
し
か
し
、国
の
業
務
に
携
わ
る
こ
と
も
考
え
る
と
、「
郡
散
事
」
で
は
な
く
「
散

事
」
と
呼
ぶ
方
が
よ
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　

天
平
十
年
度（
七
三
八
）駿
河
国
正
税
帳
に
は
、
隣
国
と
の
間
で
文
書
の
逓
送
業
務
に
携
わ

る
散
事
の
存
在
が
わ
か
る
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

（
前
略
）

齎
二
官
符
一
遠
江
国
使
磐
田
郡
散
事
大
湯
坐
部
小
国
上
、
三
郡
別
二
度

各
一
日
食
為
二
単
陸
日
一
上
。

（
中
略
）

当
国
使
安
倍
郡
散
事
常
臣
子
赤
麻
呂
上
、
三
郡
別
五
度
各
一
日
食

為
二
単
壱
拾
伍
日
一
上（
20
）。

（
後
略
）

こ
の
よ
う
な
記
事
か
ら
は
、
一
人
の
散
事
が
年
間
に
何
度
も
隣
国
に
出
向
い
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
、
文
書
伝
達
の
専
門
者
と
し
て
国
府
に
待
機
し
て
い
る
存
在
と
考
え
ら
れ
る（
21
）。

あ
る
程
度
の
数
の
者
が
常
に
待
機
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
用
務
に
応
じ
て
出
張
す
る
こ
と
に
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な
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
駿
河
国
の
場
合
、
隣
国
へ
の
文
書
伝
達
に
携
わ
る
の
は
、
国
府
所

在
郡
で
あ
る
「
安
倍
郡
」
の
「
散
事
」
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
国
府
所
在
郡

の
者
が
多
く
徴
発
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
周
防
国
府
の
業
務
に
お
い
て
は
、
佐
波
郡
の

散
事
が
か
な
り
活
躍
し
た
は
ず
で
あ
る
。
常
に
待
機
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
国
府
の
範
囲
内

に
居
住
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
散
事
の
業
務
と
し
て
は
、
都
で
逃
亡
し
た
り
死
亡
し
た
仕
丁
や
衛
士
の
代
替
者
を

都
に
送
り
届
け
る
際
の
引
率
も
あ
っ
た
。

甲
斐
国
司
解　

申
貢
二
上
逃
亡
仕
丁
替
一
事

　

坤
宮
官
廝
丁
巨
麻
郡
栗
原
郷
漢
人
部
千
代
〈
年
卅
二
、
左
手
於
疵
〉

　
　

右
、
同
郷
漢
人
部
町
代
之
替
。

以
前
、
被
二
仁
部
省
去
九
月
卅
日
符
一
偁
、
逃
走
仕
丁
如
レ
件
。
国
宜
下
承
知
、
更
点
二

其
替
一、
毎
レ
司
別
紙
保
良
離
宮
早
速
貢
上
上
者
、
謹
依
二
符
旨
一、
点
二
定
替
丁
一、
貢
上
如

レ
件
。
仍
録
二
事
状
一、
附
二
都
留
郡
散
仕
矢
作
部
宮
麻
呂
一
申
上
。
謹
解
。

　
　
　
　

天
平
宝
字
五
年
十
二
月
卅
日
従
七
位
上
行
目
小
治
田
朝
臣
朝
集
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
六
位
上
行
員
外
目
桑
原
村
主
足
床

従
五
位
下
行
守
山
口
忌
寸
佐
美
麻
呂（
22
）

（
後
略
）

巨
摩
郡
の
仕
丁
が
逃
亡
し
た
の
で
、
巨
摩
郡
の
代
替
者
を
送
り
出
す
の
だ
が
、
こ
の
引
率
に

都
留
郡
の
散
事
が
当
た
っ
て
い
る
。
国
の
業
務
の
た
め
に
動
員
さ
れ
る
国
内
諸
郡
の
散
事
の

存
在
が
窺
わ
れ
る
。
国
府
所
在
郡
以
外
の
散
事
で
も
、
国
府
に
勤
務
し
て
い
た
可
能
性
も
あ

る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
お
そ
ら
く
、
各
郡
で
の
有
力
者
の
家
柄
と
み
ら
れ
る（
23
）。

　

D　

健
児

　

健
児
は
、
郡
司
子
弟
な
ど
を
中
心
に
選
抜
し
、
弓
馬
を
練
習
さ
せ
て
武
芸
で
奉
仕
で
き
る

よ
う
に
し
、
地
方
行
政
上
の
武
力
と
し
て
活
用
さ
れ
た
。
彼
ら
は
国
府
に
お
け
る
警
備
業
務

に
つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

太
政
官
符

　

応
レ
差
二
健
児
一
事

　
　

大
和
国
卅
人　
　

河
内
国
卅
人　
　

（
中
略
）
周
防
国
卅
人
（
中
略
）

以
前
被
二
右
大
臣
宣
一
偁
、
奉　
レ
勅
、
今
諸
国
兵
士
、
除
二
辺
要
地
一
之
外
、
皆
従
二

停
廃
一。
其
兵
庫
鈴
蔵
及
国
府
等
類
、
宜
下
差
二
健
児
一
以
充
中
守
衛
上。
宜
下
簡
二
差
郡
司
子

弟
一、
作
レ
番
令
上
レ
守
。

　
　

延
暦
十
一
年
六
月
十
四
日（
24
）

こ
の
太
政
官
符
に
よ
る
守
衛
の
業
務
は
、
延
暦
十
六
年
八
月
十
六
日
太
政
官
符
で
は
「
差
二

件
人
等
一
令
レ
守
二
衛
国
庫
一。」
と
書
か
れ
て
お
り（
25
）、
国
府
で
の
倉
庫
な
ど
の
警
備
に
あ

た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

健
児
ら
は
、
後
世
の
史
料
に
見
え
る
「
健
児
所
」（
26
）の
よ
う
な
組
織
に
所
属
し
、
管
理

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

　
　
　

三　

周
防
国
府
に
お
け
る
雑
任
の
仕
事
の
痕
跡

　

こ
こ
ま
で
、
雑
任
の
一
般
的
な
業
務
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
知
見
を
基
に
し
な
が
ら
、
天
平
十
年

度（
七
三
八
）周
防
国
正
税
帳
の
記
載
を
中
心
に
、
周
防
国
に
お
け
る
国
府
勤
務
の
雑
任
た
ち

の
仕
事
の
痕
跡
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

①　

書
生
の
仕
事
ぶ
り

　

天
平
十
年
度（
七
三
八
）周
防
国
正
税
帳
の
一
国
単
位
で
の
支
出
を
挙
げ
た
項
目
の
内
に
、

次
の
記
載
が
あ
る
。

　
　

給
下
造
二
天
平
八
年
雑
公
文
一
書
生
等
上
食
返
納
稲
、
肆
拾
捌
束
陸
把（
27
）。

こ
の
記
述
か
ら
は
、
天
平
八
年（
七
三
六
）の
雑
公
文
を
造
る
書
生
に
給
う
た
め
に
予
算
化
さ

れ
て
い
た
食
稲
か
ら
返
納
分
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
前
提
と
し
て
、
書
生
の
公

文
作
成
業
務
に
対
し
て
は
、
正
税
の
中
か
ら
食
料
稲
が
支
給
さ
れ
る
形
で
業
務
へ
の
報
償
が

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
天
平
八
年
に
書
生
が
担
当
し
た
公
文
作
成
業
務
に
対
し
て
予
定
さ

れ
て
い
た
支
給
額
を
、
下
回
る
支
出
で
済
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
公
文
作
成
業
務
が
滞
ら
ず
に

順
調
に
進
ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
、
当
時
の
周
防
国
の
書
生
た
ち
の
作
業
効
率
は
よ
い
と
評
価

で
き
る
だ
ろ
う
。
書
生
と
し
て
の
実
力
も
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

②　

戸
籍
・
計
帳
な
ど
の
下
書
き
作
業

　

戸
籍
や
計
帳
が
作
成
さ
れ
る
際
に
は
、
前
回
作
成
の
戸
籍
・
計
帳
か
ら
の
抜
き
書
き
や
、

別
な
帳
簿
か
ら
の
抜
き
書
き
な
ど
が
作
ら
れ
、
こ
う
し
た
基
礎
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
て
下
書

き
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
後
に
最
終
的
な
形
態
と
し
て
は
紙
の
文
書
と
し
て
整
え
ら
れ
た
形
の
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も
の
に
仕
上
げ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
途
中
の
段
階
で
作
成
さ
れ
る
下
書
き
や
前
回
の
戸

籍
・
計
帳
や
他
の
帳
簿
の
抜
き
書
き
な
ど
は
、
整
っ
た
最
終
形
態
と
同
様
の
見
か
け
で
は
な

く
て
も
よ
い
の
で
、
削
っ
て
再
利
用
で
き
る
木
簡
の
よ
う
な
記
録
媒
体
も
活
用
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

周
防
国
府
跡
か
ら
は
、
こ
う
し
た
作
業
段
階
の
書
類
と
み
ら
れ
る
木
簡
が
出
土
し
て
い
る

（
28
）。
い
ず
れ
も
断
片
で
は
あ
る
も
の
の
、
木
材
を
横
に
し
て
使
っ
て
お
り
、
横
長
の
板
に

縦
書
き
で
書
か
れ
た
帳
簿
様
の
木
簡
で
あ
る
。
各
地
で
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
う
し
た
横
材
の

木
簡
に
は
、
帳
簿
様
の
内
容
の
も
の
が
多
い
。
木
簡
に
見
え
る
断
片
的
な
記
載
の
中
に
も

「
寄
口
」「
女
」「
老
」「
嫡
弟
」
な
ど
の
用
語
が
見
え
て
お
り
、
戸
籍
や
計
帳
の
中
に
よ
く
登

場
す
る
用
語
で
あ
る
。
ま
た
、
中
に
は
刻
線
に
よ
る
界
線
が
見
え
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
こ

の
こ
と
か
ら
も
木
簡
に
界
線
を
引
い
た
上
で
記
入
さ
れ
た
帳
簿
と
し
て
理
解
す
る
の
が
よ
い
。

部
分
的
な
断
片
で
は
あ
る
が
、
人
口
掌
握
の
た
め
の
帳
簿
を
作
成
す
る
過
程
の
段
階
で
の
資

料
と
み
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
全
国
的
に
は
ま
だ
こ
う
し
た
類
例
は
あ
ま
り
見
つ
か
っ
て
お

ら
ず
、
現
状
で
は
非
常
に
珍
し
い
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
諸
国
の
国
府
で
毎
年
作
ら
れ

て
い
た
可
能
性
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
ど
の
国
府
か
ら
も
出
土
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の

と
言
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
公
文
作
成
途
上
で
の
作
業
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
も
、
書
生
の
手
に
よ
っ
て
筆
記
さ
れ
た
も
の
の
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
木

簡
の
出
土
地
点
の
近
く
に
、
書
生
の
仕
事
場
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

実
は
、
同
じ
地
区
か
ら
、「
何
道
倉
稲
綬
達
良
君
猪
弖
十
束
」
と
書
か
れ
た
木
簡
も
出
土

し
て
い
る（
29
）。
こ
の
木
簡
の
出
土
か
ら
、
達
良
君
猪
弖
が
こ
の
付
近
に
い
た
人
物
と
み
る

考
え
方
も
あ
り
得
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
戸
籍
や
計
帳
な
ど
の
作

成
作
業
が
な
さ
れ
て
い
た
空
間
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
木
簡
も
書
生

の
仕
事
場
の
中
で
使
わ
れ
た
も
の
と
し
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
内
容
的
に
は
、
稲
と
倉

と
支
給
対
象
者
が
書
か
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
り
、
稲
の
管
理
に
関
わ
る

伝
票
的
な
情
報
の
処
理
を
扱
っ
た
木
簡
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す

れ
ば
、
こ
の
木
簡
も
稲
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
扱
っ
た
部
署
か
ら
廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
も

あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
書
生
の
業
務
で
あ
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。

　

③　

正
税
帳
の
作
成

　

奈
良
の
正
倉
院
宝
庫
に
残
る
正
倉
院
文
書
の
中
に
、
周
防
国
の
正
税
帳
が
二
箇
年
分
、
部

分
的
に
残
さ
れ
て
い
る
。
天
平
六
年
度（
七
三
四
）と
、
天
平
十
年
度（
七
三
八
）の
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
継
目
裏
書
に
記
さ
れ
た
情
報
か
ら
わ
か
る
が
、

天
平
六
年
度
は
「
周
防
国
天
平
六
年
正
税
目
録
帳
」（
30
）、
天
平
十
年
度
は
「
周
防
国
天
平

十
年
正
税
帳
」（
31
）と
な
っ
て
い
る
。「
正
税
目
録
帳
」
と
「
正
税
帳
」
と
い
う
違
い
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
用
語
は
他
の
諸
国
で
も
か
な
り
混
用
さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
で
も
称
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

む
し
ろ
、
こ
の
二
カ
年
度
の
正
税
帳
の
比
較
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、
界
線
に
よ
る

書
式
で
あ
る
。
界
線
に
よ
る
帳
簿
の
様
式
を
見
て
い
く
と
、
横
界
線
の
本
数
や
間
隔
、
縦
界

線
の
間
隔
と
い
っ
た
点
は
、
六
年
度
の
も
の
と
と
十
年
度
の
も
の
で
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る

（
32
）。
お
そ
ら
く
先
例
に
基
づ
い
て
、
毎
年
同
じ
よ
う
に
界
線
を
引
い
て
い
る
も
の
と
み
ら

れ
る
。
毎
年
の
同
様
の
作
業
が
同
じ
基
準
で
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
貴
重
な
事
例

で
あ
り
、
公
文
を
作
成
す
る
雑
任
に
よ
っ
て
、
国
の
業
務
が
安
定
し
て
継
続
運
営
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

④　

部
内
へ
の
業
務
出
張

　

八
世
紀
の
天
平
年
間
の
正
税
帳
の
中
で
、
各
国
内
の
諸
郡
を
巡
行
す
る
業
務
が
窺
わ
れ
る

も
の
が
あ
る
。
春
に
農
作
業
を
開
始
す
る
前
に
行
わ
れ
る
勧
農
の
た
め
や
、
種
籾
と
な
る
稲

を
出
挙
す
る
た
め
な
ど
、
年
間
に
何
度
も
諸
郡
を
巡
行
す
る
業
務
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
ま
と

め
て
国
司
の
部
内
巡
行
と
呼
ん
で
い
る（
33
）。
部
内
巡
行
は
、
主
に
派
遣
さ
れ
る
責
任
者
と

し
て
国
司
官
人
が
一
名
か
ら
数
名
い
る
ほ
か
、
そ
の
補
助
の
た
め
に
従
者
が
付
い
て
い
っ
た

こ
と
が
正
税
帳
の
給
稲
記
載
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
巡
行
に
際
し
て

は
、
記
録
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
も
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
書
生
が
同
行
す

る
場
合
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
毎
回
の
巡
行
に
付
い
て

い
っ
た
従
者
は
、
お
そ
ら
く
雑
任
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
で
の
給
稲
記
載
に
見
え
る
「
国
司
巡
行
」
で
は
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
前
略
）国

司
巡
行
壱
拾
参
度　
守
四
度
、
掾
九
度
、
目
十
度
、
史
生
十
二
度　

将
従
陸
拾
弐
人

　
　

合
玖
拾
漆
人
、
単
壱
仟
玖
伯
漆
拾
壱
人　
目
已
上
四

　
　
百
五
十
人
、
史
生
二
百
七
十
人
、
将
従
一
千
二
百
五
十
一
人

　
　

食
稲
陸
伯
陸
拾
参
束
参
把
、
酒
陸
斛
陸
斗

　
　

陸
升
、
塩
参
斗
玖
升
肆
合
二
夕
、
直
稲
陸
束
伍
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把
壱
分　
以
二
一
束
一
充
二
六
升
一

　
　

�

食
法　
史
生
已
上
人
別
日
稲
四
把
、
将
従
人
別
日
稲
三
把
、
目
已
上
人
別
日
酒
一
升
、
史
生
日

酒
八
合
、
将
従
已
上

　
　
人
別
日
塩
二
夕

検
二
催
産
業
一
国
司
壱
度　
掾
一
人
、
史
生
一
人　

将
従
参
人
、
合
伍
人
、
廿
日
、

　
　

単
壱
伯
人　
掾
廿
人
、
史
生
廿
人
、
将
従
六
十
人　

食
稲
参
拾
肆
束
、

　
　

酒
参
斗
陸
升
、
塩
二
升（
34
）

（
後
略
）

総
計
十
三
度
の
部
内
巡
行
に
対
し
て
、「
将
従
」
六
十
二
人
が
付
い
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
彼
ら
は
、
単
純
な
荷
物
運
搬
な
ど
の
手
伝
い
も
行
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
書
記
役
な
ど
が
出
向
く
必
要
が
あ
る
業
務
な
ら
ば
書
生
が
同
行
し
た
だ
ろ
う
。

　

天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
に
お
け
る
具
体
的
な
各
巡
行
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の

ぐ
ら
い
の
「
将
従
」
が
同
行
し
た
か
を
、
以
下
に
挙
げ
て
お
き
た
い
。

1　

検
二
催
産
業
一　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　

~　

将
従
三
人

2　

依
二
恩
勅
一
賑
給
使　
　
　
　
　
　
　

~　

将
従
三
人

3　

従
下
造
二
神
宮
一
駅
使
上　
　
　
　
　　
　

~　

将
従
五
人

4　

春
夏
二
時
借
貸
幷
出
二
挙
雑
官
稲
一　

~　

将
従
五
人

5　

責
二
手
実
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

~　

将
従
六
人

6　

賑
二
給
義
倉
一　
　
　
　
　
　
　
　
　

~　

将
従
四
人

7　

検
二
田
得
不
一　
　
　
　
　
　
　
　
　

~　

将
従
三
人

8　

検
二
牧
馬
牛
一　
　
　
　
　
　
　
　
　

~　

将
従
四
人

9　

検
二
駅
伝
馬
等
一
一　
　
　
　
　
　
　

�~　

将
従
四
人

10　

斂
二
調
庸
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

~　

将
従
七
人

11　

推
二
問
消
息
一　
　
　
　
　
　
　
　
　

~　

将
従
六
人

12　

従
二
巡
察
駅
使
一　
　
　
　
　
　
　
　

~　

将
従
六
人

13　

収
二
納
官
稲
一　
　
　
　
　
　
　
　
　

~　

将
従
六
人

以
上
の
よ
う
な
数
が
正
税
帳
の
記
載
か
ら
わ
か
る
。
天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
に
お
け
る
、

こ
う
し
た
部
内
巡
行
の
記
載
順
は
、
内
容
か
ら
み
て
年
間
の
季
節
順
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い

こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（
35
）。
年
間
の
始
め
に
派
遣
さ
れ
る
の
が
「
検
催
産
業
」

の
た
め
の
巡
行
で
あ
り
、年
間
の
最
後
が
「
収
納
官
稲
」
の
た
め
の
巡
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
一
覧
に
し
て
み
る
と
、
年
間
の
最
後
の
ほ
う
に
あ
た
る
10
番
目
の
「
斂
調

庸
」
が
七
人
、
以
後
の
「
推
問
消
息
」「
従
巡
察
駅
使
」「
収
納
官
稲
」
が
六
人
と
、
年
間
の

後
期
に
あ
た
る
時
期
に
、
比
較
的
多
人
数
の
将
従
が
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
う
ち
、
一
年
の
後
半
に
は
計
帳
作
成
に
関
わ
る
5
以
降
が
該
当
す
る
が
、
12
の
「
従
巡
察

駅
使
」
は
こ
の
年
に
巡
察
使
が
派
遣
さ
れ
た
た
め（
36
）の
臨
時
の
巡
行
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

は
例
年
行
わ
れ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
、
年
間
の
終
わ
り
に
近
い
時
期
の
巡

行
に
は
、
雑
任
た
ち
の
負
担
も
大
き
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

⑤　

朝
集
雑
掌
と
し
て
の
都
で
の
滞
在

　

雑
任
の
う
ち
、
雑
掌
を
任
さ
れ
た
者
は
、
四
度
使
に
従
っ
て
上
京
し
、
京
進
公
文
が
提
出

さ
れ
た
後
の
在
京
官
司
に
お
け
る
勘
会
作
業
な
ど
に
対
処
す
る
た
め
、
京
に
滞
在
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
た
四
度
使
の
中
で
も
、
朝
集
使
は
京
に
提
出
す
る
公
文
の
種
類
が
多
く
、

ま
た
人
事
関
係
の
考
文
や
選
文
な
ど
、
そ
の
後
の
手
続
き
に
時
間
の
か
か
る
も
の
が
含
ま
れ

て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
雑
掌
が
滞
在
す
る
期
間
も
長
く
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
た

め
、
朝
集
雑
掌
に
は
、
他
の
四
度
使
雑
掌
と
は
異
な
り
、
特
別
に
食
稲
の
支
給
が
行
わ
れ
て

い
た
ら
し
い
。
い
く
つ
か
の
国
の
正
税
帳
に
そ
の
記
載
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く

複
数
の
国
に
お
い
て
こ
う
し
た
食
稲
支
給
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
平
十
年

度
周
防
国
正
税
帳
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

（
前
略
）

朝
集
雑
掌
弐
人　
起
二
十
一
月
一
日
一
迄
二
十
二
月
卅
日
一、
起
二
正
月
一
日
一
迄
二
二
月
十
六
日
一、

合
一
百
四
箇
日　
　

単
弐
伯
捌
人
、
食
稲
陸
拾
弐
束
肆
把　
人
別
日
三
把（
37
）

（
後
略
）

朝
集
雑
掌
二
人
に
対
し
て
、
十
一
月
一
日
か
ら
二
月
十
六
日
ま
で
、
食
稲
が
支
給
さ
れ
て
い

る
。
畿
外
諸
国
か
ら
の
朝
集
使
は
、
十
一
月
一
日
ま
で
に
中
央
に
考
文
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で（
38
）、
提
出
時
か
ら
勘
会
等
の
対
応
の
た
め
の
在
京
期
間
に
対
す
る
支
給
で

あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

他
国
の
事
例
で
は
、
天
平
九
年
度（
七
三
七
）駿
河
国
正
税
帳
に
お
い
て
、
前
年
度
分
を
一

月
一
日
か
ら
四
月
二
十
九
日
ま
で
、
今
年
度
分
を
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
日
ま
で
支

給
し
て
い
る
事
例
が
あ
る（
39
）。
こ
の
場
合
の
前
年
度
は
、
お
そ
ら
く
十
一
月
一
日
か
ら
四

月
二
十
九
日
ま
で
が
在
京
中
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
同
年
度
ど
う
し
の
比
較
で
は
な

い
が
、
周
防
国
の
朝
集
雑
掌
は
、
駿
河
国
の
場
合
よ
り
も
、
京
で
の
滞
在
期
間
が
短
か
っ
た

こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。
事
例
が
少
な
い
た
め
、
単
純
な
比
較
に
よ
る
評
価
は
差
し
控
え
た
い
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が
、
ど
ち
ら
の
国
の
場
合
に
も
四
ヶ
月
間
か
ら
五
ヶ
月
間
に
も
わ
た
っ
て
、
在
京
し
て
い
た

こ
と
に
な
り
、
往
復
の
路
程
が
さ
ら
に
加
わ
る
こ
と
も
考
え
る
と
、
雑
掌
の
業
務
の
苦
労
が

偲
ば
れ
る
。

　

⑥　

出
挙
稲
・
借
貸
稲
の
返
済
免
除
手
続
き

　

正
税
稲
な
ど
を
有
利
息
で
貸
し
付
け
る
公
出
挙
や
、
無
利
息
で
貸
し
付
け
る
借
貸
の
制
度

で
は
、
借
り
た
本
人
が
返
済
時
期
の
前
に
亡
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
返
済
を
免
除
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
死
亡
者
の
扱
い
に
つ
い
て
、
免
除
者
と
し
て
扱
い
中
央
政
府
に

そ
の
情
報
を
届
け
出
る
た
め
の
決
定
権
は
、
国
司
が
握
っ
て
い
る
が
、
事
前
に
死
亡
者
と
負

債
額
の
情
報
を
集
め
て
整
理
し
た
り
計
算
し
た
り
す
る
作
業
は
、
お
そ
ら
く
書
生
の
仕
事
で

あ
ろ
う
。

　

天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
前
略
）

借
貸
穎
稲
弐
拾
参
萬
壱
仟
玖
伯
参
拾
陸
束

　

債
稲
身
死
伯
姓
、
参
伯
漆
拾
捌
人　
男
二
百
一
十
二
人
、
女
一
百
六
十
六
人�

免
稲

　
　

捌
仟
漆
伯
捌
拾
玖
束（
40
）

（
後
略
）

こ
の
年
は
、
天
平
八
年
・
九
年
に
お
け
る
疫
病
流
行
が
あ
っ
た
た
め
、
通
常
は
出
挙
と
し
て

行
わ
れ
る
正
税
稲
の
貸
し
付
け
が
、
山
陽
道
諸
国
に
お
い
て
は
無
利
息
の
借
貸
の
扱
い
に

な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る（
41
）。
借
貸
稲
の
負
債
死
亡
者
数
分
の
返
済
免
除
が
記
さ
れ
て
い

る
の
で
、
平
均
を
計
算
す
れ
ば
、
一
人
当
た
り
の
負
債
額
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

免
稲�8789

束　

÷

　

負
債
死
亡
者�378

人　

＝　

約23.25

束

　

同
じ
よ
う
な
返
済
免
除
記
載
の
残
っ
て
い
る
正
税
帳
が
あ
ま
り
な
い
が
、
天
平
二
年
度

（
七
三
〇
）大
倭
国
正
税
帳（
42
）か
ら
郡
ご
と
の
一
人
平
均
負
債
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
年
の
大
和
国
十
市
郡
の
場
合
は
一
人
平
均60

束
、
城
下
郡
は
一
人
平
均31.45

束
、

山
辺
郡
は
一
人
平
均27・

78

束
、
添
上
郡
は
一
人
平
均42.86

束
と
い
う
具
合
な
の
で
、
周
防

国
一
国
の
平
均
は
、
一
人
当
た
り
の
負
債
額
と
し
て
は
こ
と
さ
ら
大
き
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、こ
う
し
た
死
亡
者
に
対
す
る
負
債
額
免
除
の
制
度
は
、他
の
公
文
に
よ
っ

て
不
正
の
温
床
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
舟
尾
好
正
氏
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
天
平
十
一
年（
七
三
九
）備
中
国
大
税
負
死
亡
人
帳（
43
）に
記
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
分
析

す
る
と
、
春
出
挙
の
貸
し
付
け
に
あ
た
る
三
月
や
、
夏
出
挙
の
貸
し
付
け
に
あ
た
る
五
月
に
、

百
束
を
超
え
る
大
量
の
稲
を
借
り
た
者
が
借
り
た
直
後
に
死
亡
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
事

例
が
か
な
り
の
数
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
不
自
然
な
こ
う
し
た
数
値
に
は
デ
ー
タ

の
操
作
が
疑
わ
れ
る（
44
）。
こ
の
よ
う
な
負
債
免
除
に
よ
っ
て
正
税
か
ら
消
え
る
稲
の
数
の

行
方
は
、
デ
ー
タ
の
操
作
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
デ
ー
タ
を
意
図
的
に
操
作
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
操
作
し
た
側
の
者
が
取
得
し
て
い
く
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

う
し
た
デ
ー
タ
を
扱
っ
て
い
る
の
が
雑
任
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
デ
ー
タ
の
最
終
的
な
管

理
者
が
国
司
官
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
不
正
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
主
体
は
国

司
官
人
か
、雑
任
か
、あ
る
い
は
両
者
の
結
託
に
よ
る
も
の
か
、と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

天
平
十
年
度
の
周
防
国
の
場
合
に
は
、
平
均
額
で
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
著

し
い
不
正
が
あ
っ
た
と
は
想
定
さ
れ
な
い
数
値
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
点

の
考
察
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
探
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

⑦　

玉
祖
神
社
と
の
関
係

　

周
防
国
の
一
宮
と
し
て
、
玉
祖
神
社
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
神
社
に
関
す
る
興
味
深

い
記
述
も
、
天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
の
中
に
見
ら
れ
る
。
関
係
す
る
の
は
、
次
の
記
述

で
あ
る
。

（
前
略
）

玉
祖
神
税
天
平
九
年
定
穎
稲
参
仟
捌
伯
参
拾
肆
束

　
　

雑
用
捌
伯
参
拾
壱
束
捌
把

　
　
　

奉
神
壱
拾
束

　
　
　

改
造
神
社
用
陸
伯
弐
拾
壱
束
捌
把

（
中
略
）

　
　
　
　

食
稲
弐
伯
漆
拾
肆
束　
人
別
日
四
把

　
　
　
　

塩
壱
斗
参
升
漆
合　
人
別
日
二
夕　

直
稲
弐
束
参
把

　
　
　
　
以
二
一
束
一
充
二
六
升
一

　
　
　
　

赤
土
弐
升
直
稲
参
束　
以
二
一
束
五
把
一
充
二
一
升
一

　
　
　

以
二
神
命
一
給
二
祢
奇
玉
作
部
五
百
背
一
弐
伯
束

　
　

定
穎
稲
参
仟
弐
束
弐
把

　
　

田
租
穀
参
拾
玖
斛
弐
斗
捌
升

　
　
　

右
以
二
神
命
一
自
二
天
平
八
年
一
迄
二
十
年
一
合
参
箇
年
田
租
免
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給
者（
45
）。

（
後
略
）

　

玉
祖
神
社
の
「
祢
奇
」（
禰
宜
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）で
あ
る
玉
作
部
五
百
背
に
対
し
て
、「
神

命
」
に
よ
り
神
税
二
〇
〇
束
を
支
給
し
、
ま
た
神
命
に
よ
り
天
平
八
年
か
ら
十
年
の
三
カ
年

に
つ
い
て
田
租
を
免
除
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。「
神
命
」
と
は
神
託
に
よ
る
も
の
か
と

思
わ
れ
る
が
、
玉
祖
神
社
に
お
い
て
神
託
が
あ
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
こ
う
し
た
措
置
が
と
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
宇
佐
八
幡
神
社
の
神
託
を
利
用
し
て
道
鏡
に
よ
る
皇
位
継

承
の
企
み
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
著
名
で
あ
る
が（
46
）、
そ
う
し
た
例
の
よ
う
に
神
託
は
恣

意
的
に
利
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
玉
祖
神
社
の
場
合
が
ど
う
だ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
も

の
の
、
神
命
に
よ
っ
て
神
職
で
あ
る
禰
宜
に
二
〇
〇
束
も
の
稲
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
や
は
り
何
ら
か
の
背
景
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
、
諸
国

の
有
力
な
神
社
の
神
職
に
は
、
郡
司
層
に
連
な
る
よ
う
な
在
地
の
有
力
氏
族
が
就
い
て
お
り
、

こ
う
し
た
地
方
有
力
氏
族
は
、
雑
任
の
出
身
母
体
と
も
な
り
得
る
存
在
で
あ
る
。
神
職
と
雑

任
の
結
託
と
い
う
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
天
平
十
年
は
、
天
平
八
年
・
九
年
に
大
流
行
し
た
疫
病
の
た
め
に
、
社
会
全

体
が
疲
弊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
玉
祖
神
社
を
頼
み
と
し
て
社
会
の
回

復
を
祈
っ
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
疫
病
に
よ
っ
て
打
撃
を
受
け
た
社
会
が
回
復
す

る
過
程
で
、
各
地
の
神
社
へ
の
信
仰
が
大
い
に
精
神
的
な
支
柱
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
玉

祖
神
社
と
そ
の
神
職
に
対
す
る
優
遇
措
置
は
、
周
防
国
の
地
域
社
会
に
お
い
て
こ
の
時
期
に

は
必
要
な
こ
と
と
し
て
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
、
対
照
的
な
両
様
の
見
方
を
提
示
し
た
が
、
有
力
な
神
社
で
あ
る
玉
祖
神
社
は
、
そ

の
扱
い
が
国
府
の
雑
任
に
と
っ
て
も
常
に
何
ら
か
の
影
響
を
被
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
に
見
え
る
記
載
を
中
心
に
、
八
世
紀
前
半
の
天

平
年
間
に
お
け
る
周
防
国
の
雑
任
た
ち
が
行
っ
た
実
務
の
痕
跡
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
の

検
討
を
試
み
て
み
た
。
仮
説
に
と
ど
ま
る
部
分
も
多
い
が
、
周
防
国
、
と
く
に
国
府
所
在
の

佐
波
郡
を
中
心
と
し
た
出
身
者
が
、
こ
う
し
た
業
務
に
実
際
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。
律
令
制
下
の
国
府
と
い
う
地
方
行
政
の
場
を
考
え
る
上
で
、
こ
う
し
た
地
域
出
身

者
に
よ
る
実
務
運
営
と
い
う
視
点
は
、
国
府
研
究
の
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
今
後

も
新
た
に
発
見
さ
れ
る
出
土
文
字
資
料
の
検
討
な
ど
も
踏
ま
え
つ
つ
、
他
国
で
の
状
況
か
ら

わ
か
る
点
も
加
味
し
な
が
ら
、
地
方
行
政
の
実
態
に
迫
っ
て
い
く
試
み
が
必
要
で
あ
ろ
う
と

考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
注
〕

（
1
）
『
大
日
本
古
文
書
』
二
─
一
三
〇~

一
四
六
頁
。

（
2
）
選
叙
令
27
国
博
士
条
。

（
3
）
鐘
江
宏
之
「
八
・
九
世
紀
の
国
府
構
成
員
」
（
『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』

一
〇
二
、
一
九
九
七
年
三
月
。
）
。

（
4
）
中
村
順
昭
「
律
令
制
下
の
国
府
と
そ
の
職
員
」
（
中
村
『
律
令
官
人
制
と
地
域
社

会
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
七
月
）
第
Ⅲ
部
第
五
章
。
鐘
江
宏
之
「
律
令
国
家

と
国
郡
行
政
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
七
二
九
、
一
九
九
九
年
十
月
）
。

（
5
）
森
公
章
「
国
書
生
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
（
笹
山
晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日

本
律
令
制
論
集
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
九
月
、
の
ち
森
『
在
庁
官
人
と
武

士
の
生
成
』
（
二
〇
一
三
年
九
月
、
吉
川
弘
文
館
）
に
所
収
）
。

（
6
）
鐘
江
宏
之
「
「
国
」
制
の
成
立
」
（
笹
山
晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
律
令
制

論
集
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
九
月
）
。

（
7
）
『
延
暦
交
替
式
』
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
二
月
二
十
日
太
政
官
符
所
引
神
亀
元

年
（
七
二
四
）
三
月
二
十
日
格
。

（
8
）
鐘
江
宏
之
「
文
字
の
定
着
と
古
代
の
社
会
」
（
川
尻
秋
生
編
『
文
字
と
こ
と
ば
』
、

シ
リ
ー
ズ
古
代
史
を
ひ
ら
く
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
、
岩
波
書
店
）
。

（
9
）
『
類
聚
三
代
格
』
巻
六
、
公
粮
事
、
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
閏
九
月
二
十
日
太
政

官
符
。

（
10
）
山
口
英
男
「
十
世
紀
の
国
郡
の
行
政
機
構
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
〇
─
九
、

一
九
九
一
年
九
月
、
の
ち
山
口
『
日
本
古
代
の
地
域
社
会
と
行
政
機
構
』
（
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
九
年
二
月
）
に
所
収
）
。

（
11
）
山
口
英
男
前
掲
注
（
10
）
論
文
、
森
公
章
「
雑
色
人
郡
司
と
十
世
紀
以
降
の
郡
司
制

度
」
（
『
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
一
〇
五
・
一
〇
六
、
一
九
九
八
年
十
月
・
一
九
九
九

年
三
月
、
の
ち
森
『
古
代
郡
司
制
度
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
）
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に
所
収
）
。

（
12
）
鐘
江
宏
之
「
諸
国
正
税
帳
の
筆
記
と
書
生
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
七
、
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
一
年
十
一
月
）
。

（
13
）
内
藤
乾
吉
「
正
倉
院
古
文
書
の
書
道
史
的
研
究
」
（
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
の

書
蹟
』
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
四
年
十
二
月
）
。

（
14
）
天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
（
『
大
日
本
古
文
書
』
二
─
一
四
二
頁
）
。

（
15
）
『
延
暦
交
替
式
』
前
掲
注
（
7
）
延
暦
二
十
二
年
二
月
二
十
日
太
政
官
符
所
引
神
亀

元
年
三
月
二
十
日
格
。

（
16
）
加
藤
友
康
「
国
府
と
郡
家
」
（
小
林
達
雄
・
原
秀
三
郎
編
『
新
版
古
代
の
日
本
⑦
中

部
』
、
角
川
書
店
、
一
九
九
三
年
一
月
）
。

（
17
）
『
類
聚
国
史
』
巻
八
十
四
、
政
理
六
、
借
貸
、
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
四
月
壬
申
条
。

（
18
）
森
公
章
前
掲
注
（
5
）
論
文
。

（
19
）
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
、
禁
制
事
、
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
五
月
二
十
九
日
太
政

官
符
。

（
20
）
天
平
十
年
度
（
七
三
八
）
駿
河
国
正
税
帳
（
『
大
日
本
古
文
書
』
二
─
一
一
〇
頁
）
。

（
21
）
鐘
江
宏
之
前
掲
注
（
3
）
論
文
。

（
22
）
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
十
二
月
二
十
三
日
甲
斐
国
司
解
（
『
大
日
本
古
文
書
』

四
─
五
二
三~

五
二
四
頁
）
。

（
23
）
森
公
章
前
掲
注
（
5
）
論
文
。

（
24
）
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
、
健
児
事
、
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
六
月
十
四
日
太
政

官
符
。

（
25
）
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
七
、
蠲
免
事
、
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
八
月
十
六
日
太
政

官
符
。

（
26
）
石
井
進
「
中
世
成
立
期
軍
制
研
究
の
一
視
点
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
八
─

一
二
、
一
九
六
九
年
十
二
月
、
の
ち
石
井
『
鎌
倉
武
士
の
実
像
』
（
平
凡
社
、

一
九
八
七
年
六
月
）
に
所
収
）
。

（
27
）
天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
（
『
大
日
本
古
文
書
』
二
─
一
四
二
頁
）
。

（
28
）
防
府
市
教
育
委
員
会
編
『
周
防
国
府
跡
発
掘
調
査
報
告
』
九
、
二
〇
二
〇
年
三
月
。

（
29
）
前
掲
注
（
28
）
『
周
防
国
府
跡
発
掘
調
査
報
告
』
九
。

（
30
）
『
大
日
本
古
文
書
』
一
─
六
二
三
頁
。

（
31
）
『
大
日
本
古
文
書
』
二
─
一
三
〇
頁
。

（
32
）
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
古
文
書
影
印
集
成
』
二
（
八
木
書
店
、

一
九
九
〇
年
一
月
）
、
解
説
五
三~

五
九
頁
。

（
33
）
亀
田
隆
之
「
古
代
の
勧
農
政
策
と
そ
の
性
格
」
（
彌
永
禎
三
編
『
日
本
経
済
史
大

系
』
Ⅰ
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
六
月
、
の
ち
亀
田
『
日
本
古
代
用
水
史
の

研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
五
月
）
に
所
収
）
。

（
34
）
天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
、
『
大
日
本
古
文
書
』
二
─
一
三
四~

一
三
五
頁
。

（
35
）
高
垣
義
実
「
天
平
期
に
お
け
る
地
方
支
配
の
一
断
面
」
（
直
木
孝
次
郎
先
生
古
稀
記

念
会
編
『
古
代
史
論
集
』
中
、
塙
書
房
、
一
九
八
八
年
八
月
）
。
た
だ
し
、
借
貸
と
出

挙
に
関
す
る
部
分
は
「
春
夏
二
時
」
と
し
て
春
出
挙
と
夏
出
挙
が
ま
と
め
て
集
計
さ
れ

て
い
る
。

（
36
）
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
年
（
七
三
八
）
十
月
己
丑
条
。

（
37
）
天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
、
『
大
日
本
古
文
書
』
二
─
一
三
八
頁
。

（
38
）
考
課
令
1
内
外
官
条
。

（
39
）
天
平
九
年
度
（
七
三
七
）
駿
河
国
正
税
帳
、
『
大
日
本
古
文
書
』
二
─
六
七~

六
八

頁
。

（
40
）
天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
、
『
大
日
本
古
文
書
』
二
─
一
四
一
頁
。

（
41
）
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
年
（
七
三
八
）
八
月
甲
申
条
に
「
停
二
山
陽
道
諸
国
借
貸
一。

大
税
出
挙
如
レ
旧
。
」
と
あ
り
、
こ
の
年
ま
で
の
臨
時
の
措
置
で
あ
っ
た
。

（
42
）
『
大
日
本
古
文
書
』
一
─
三
九
六~

四
一
三
頁
。

（
43
）
『
大
日
本
古
文
書
』
二
─
二
四
七~

二
五
二
頁
。

（
44
）
舟
尾
好
正
「
出
挙
の
実
態
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
史
林
』
五
六
─
五
、
一
九
七
三

年
九
月
）
。

（
45
）
天
平
十
年
度
周
防
国
正
税
帳
、
『
大
日
本
古
文
書
』
二
─
一
四
五
頁
。

（
46
）
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
九
月
己
丑
条
。


